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編編集集者者ペペーージジ

編編集集者者ひひととりりごごとと１１

中中原原初初代代代代表表のの忘忘れれらられれなないい言言葉葉「「運運動動ははずずっっとと続続けけてていいかかななけけれればばななららなないい」」

中原義隆初代代表の役員会の発言で、深く感銘を受けた言葉があります。

中原氏は幼児期の病気により下肢にマヒがあり、現在も松葉づえや車いすを使用されていますが、福

岡市の障がい福祉の向上に大きく寄与されてきた方です。

「自分たちが生きてきた時代は、今から考えると、差別をされたことや嫌な思い、悔しい思いをず

いぶんしてきた。しかし当時はそんなものだと思っていた。

その後、自分たちは社会をよくするための活動を長く続けてきた。差別をなくすことやバリアフリー、

ユニバーサルデザインという考え方など、社会はずいぶんよくなってきて、今、その結果がある。

「「だだかからら、、運運動動はは、、ずずっっとと、、続続けけてていいかかななけけれればばいいけけなないい」

この言葉に深く感動したのでした。

編編集集者者ひひととりりごごとと２２ 子子どどももたたちちはは合合理理的的配配慮慮のの天天才才！！？？

約 年ほど前のことです。ご近所に 歳～小学生の子ども集団があり、つるんで公園や路地で

よく遊んでいました。おにごっこやだるまさんがころんだ、夏の夕方には花火を持ち寄って暗くなる

のも待てずに火をつけたりして楽しく遊ぶ姿は実にほほえましいものでした。

その集団には車いすの子や、 歳の幼児も混じっていました。お隣のお兄ちゃんが車いすの子と

一緒に逃げる、 歳の子は年長の子がおんぶして走る、おにごっこでは車いすや 歳の子にはハンデ

ィキャップを与えて他の子どもと同じくらい逃げやすくする、花火の時は火をつけてから渡したり、

手を添えて危険がないようにみんなで配慮を怠らない、などなど、皆皆でで話話しし合合いいななががららルルーールルやや工工夫夫

をを自自在在にに生生みみ出出しし、、実実践践しし、、誰誰もも淋淋ししいい思思いいををししなないいよよううなな配配慮慮ををししてていいるるののででししたた。。大人が指示し

たことではありません。子どもたちはインクルージョンの精神を生まれつき備えているのではないか

と思ってしまいます。

地域で生きていく環境の中に、障がいや性別、年齢、肌の色、その他もろもろの多様な特性をもっ

た、自分とは異なる特性の人がいて、そのとき出会った人とどう生きていくか、どう楽しみを共有し

ていくか。そのようなことを当たり前に受け止め考えていく。子どもの時から身近に触れ合って、遊

びや学校生活を体験し、もろもろのことを受け止めながら互いに成長できる環境があることが、差別

のない社会への、一番の早道だと信じています。

私たち大人も子どもたちの

良いお手本になれるよう、

「誰も排除しない」「他者

を受け入れる寛容さ」を身

につけていきたいものだと

思います。 

福福岡岡市市差差別別解解消消条条例例をを通通ししてて関関係係者者ががつつななががるる好好機機

教教育育現現場場にに合合理理的的配配慮慮のの保保障障をを

福岡市子ども家庭支援センター｢はぐはぐ｣所長 河浦龍生

子子どどもも家家庭庭支支援援セセンンタターーのの相相談談かからら

～～発発達達特特徴徴をを有有すするる親親子子・・家家族族のの苦苦悩悩 ――イインンククルルーーシシブブ地地域域子子育育てて支支援援へへののチチャャレレンンジジ～～

「はぐはぐ」には様々な発達特徴を有する子どもや親たちが相談に訪れます。

 学校で、対人関係の困難さが「迫害体験」としてトラウマになり苦しんでいる子ども

 感覚過敏があるために学校生活そのものが強いストレスになる子ども

 想像力の乏しさや言葉でのコミュニケーションが困難なために友だちとのトラブルや授業中にパ

ニックになる子ども

 それらの困難を理解されず教師による一方的な注意叱責が繰り返される「教育虐待」を受け不適

応を起こす子ども。

 それらの発達特徴が引き起こす困難によってストレスフルになった子どもはそのストレスを親に

ぶつけ、その対応に親も疲弊し、子への拒否感や生理的拒否感となって悪循環となり、その結

果、親への暴言暴力、自傷他害等で、家族中が苦しむ

発達特徴を有する子どもたちはこのように苦しい思いをし、家族をも巻き込んで困難の渦中にあ

り、はぐはぐに救いを求めてやってくるのです。

前号（おたより 号）で書いたことの繰り返しになりますが、発発達達障障害害者者支支援援法法でではは「「一一切切のの

社社会会的的障障壁壁をを取取りり除除くく」」とされています。つつままりり学学校校でではは子子どどもものの支支援援計計画画をを作作成成ししななががらら、、学学校校生生

活活ののししづづららささをを取取りり除除くくことです。さらに障障害害者者権権利利条条約約をを受受けけてて文文科科省省はは教教育育内内容容のの合合理理的的配配慮慮とと

ししてて

 障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個性や障害の特性に

応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、習慣を身に付けられるよう支援

筆筆者者ププロロフフィィーールル

社会福祉士、福岡市子ども家庭支援 はぐはぐ センター長

佐賀市要保護児童対策地域協議会スパーバイザー

福岡大学法学部卒後 年福岡市役所入庁。 年から福岡市

児童相談所児童福祉司として勤務。 年福岡市こども総合相談

センター緊急支援課長となり、 年退職。退職までの１９年間

は主に子ども虐待の対応を行う。
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